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場 所 日高市役所５階 501 会議室 
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出 席 者 鈴木会長、金子副会長、駒井委員、篠﨑委員、金子委員、平

野委員、岡部委員、松井委員、横田委員、奥田委員、前田委

員、清水委員、遠藤委員、小倉委員、高沢委員 

欠 席 者  

説 明 員 健康推進部長、保険年金課長、国民健康保険担当主幹 

事 務 局 健康推進部長、保険年金課長、国民健康保険担当主幹 

傍 聴 者 １人 

所 管 課 健康推進部保険年金課 

議 題 及 び 

決 定 事 項 等 

１ 令和５年度日高市国民健康保険特別会計歳入歳出決算に

ついて 

（決定事項等）原案のとおり承認 

２ 日高市国民健康保険税の見直しについて 

（決定事項等）原案のとおり承認 

３ 日高市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につい

て（専決処分） 

（決定事項等）原案のとおり承認 

４ 令和６年度日高市国民健康保険特別会計補正予算（第１

号）について 

（決定事項等）原案のとおり承認 

５ 日高市国民健康保険税課税限度額の改正（案）について 

（決定事項等）原案のとおり承認 

会 議 資 料 資料１－１ 令和５年度予算執行の実績説明書 



資料１－２ 令和５年度日高市国民健康保険特別会計歳入歳

出決算書 

資料１－３ 令和５年度日高市国民健康保険特別会計歳入歳

出決算 

資料２－１ 日高市国民健康保険税の見直しについて 

資料２－２ 国民健康保険税に関する標準保険税率等の推移 

資料３ 日高市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（

3/31 専決処分） 

資料４ 令和６年度日高市国民健康保険特別会計補正予算（

第１号）  

資料５ 日高市国民健康保険税課税限度額の改正（案）につ

いて 

会 議 の 経 過 １ 令和５年度日高市国民健康保険特別会計歳入歳出決算に

ついて 

［説明要旨］「資料１－１から資料１－３」に基づいて説明 

本議題は、令和５年度決算の状況から、日高市国民健康

保険特別会計の現状とその特徴を知っていただくことを目

的としています。 

資料１－１「令和５年度予算執行の実績説明書」をご覧

ください。２ページから説明します。「１ 被保険者の状

況」は、令和５年度末の数値と令和５年度平均の数値があ

り、それぞれの右側は、前年度の令和４年度末の数値と比

較増減の数値となっています。１番下の合計欄では、年度

末での対比において、令和４年度末から６７３人減少し、

令和５年度末の被保険者数は、１１，４４２人となりまし

た。国保の加入者数がかなり減少している状況です。主な

要因は、７５歳になった年齢到達による後期高齢者医療制

度への移行や、近年、段階的に行われている一部パート社

員等の社会保険加入の義務化などによるものと考えられま

す。 

次に、「２ 保険給付の状況」の（１）療養の給付の表



です。一番右の列「１人当たり費用額、前年度との比較」

の合計が前年度に比べて１８，５７１円増加しています。

主な要因は、被保険者の高齢化や医療高度化などによる影

響と考えています。 

１ページに戻り、「令和５年度日高市国民健康保険特別

会計決算状況」です。表の左側が歳入、右側が歳出です。

令和５年度の歳入総額は、６０億３，２３７万円で前年度

比、マイナス１億７，８９７万５千円、マイナス２．８８

パーセントとなりました。歳出総額は、５９億９，３５４

万５千円で、マイナス１億６，６１８万５千円、マイナス

２．７０パーセントとなりました。 

令和５年度の形式収支は、歳入合計額から歳出合計額を

差し引いたもので、３，８８２万４，７４２円の黒字とな

りました。実質単年度収支は、形式収支の額から歳入にお

ける繰入金のうち「その他繰入金」１億９，８００万円と

「繰越金」５１，６１５，０６０円を除いた額で、２億

１，０７９万３１８円の赤字となりました。形式収支は黒

字ですが、実質単年度収支は赤字となっています。この赤

字は主に「その他繰入金」の影響によるものです。 

次に、決算のポイントを取り上げて説明します。歳入の

国民健康保険税は全体では前年度より、７，４３５万６千

円の減、伸び率はマイナス６．５６パーセントでした。被

保険者数が年々減少していることと、令和５年度は税率改

定を行っていないことが影響したものと考えられます。 

国庫支出金です。少額と思われますが、国が支出する公

費のほとんどは県を通じ、県支出金に混ざってきますの

で、災害臨時特例補助金など、国から直接市に入金するも

のだけが計上されています。 

県支出金です。市の保険給付費に対して交付される「普

通交付金」のほか、災害や市の特殊事情、保健事業の支援

等に対して交付される「特別交付金」で構成されていま



す。収入金額のほとんどが普通交付金です。 

繰入金です。「その他繰入金」は赤字補塡として一般会

計から繰り入れますが、令和５年度の決算額は、１億９，

８００万円で前年度比、１，８００万円の増額となりまし

た。 

次に、歳出です。保険給付費は健康保険の根幹で療養の

給付に係る費用です。合計での前年度比、５，８９８万９

千円、マイナス１．３４パーセントの減額となりました。 

国民健康保険事業費納付金です。市から県に納める納付

金は、被保険者数、療養の給付実績、被保険者の所得水準

などを県が客観的に判断して、あらかじめ市に示す「標準

保険税率」に見合う金額となっています。前年度比、５億

９，６０２万円、マイナス３．７５パーセントの減額とな

りました。 

続いて、３ページの（４）その他の保険給付のうち、傷

病手当金は令和２年度からの新たな給付です。新型コロナ

ウイルス感染症に感染又は感染が疑われるため勤務するこ

とができず、勤務先から給与を受けることができなかった

被保険者に給付するものです。令和５年度は３件、６７，

８４６円の支出でした。前年度に比べ大幅に減りました

が、新型コロナウイルス感染症の取扱いが変わり給付が終

了となったためです。 

続いて、４ページの「３ 保健事業の実施状況」です。

（１）特定健康診査の実施状況ですが、令和５年度の受診

率は、令和６年５月２７日現在の速報値で３７．７パーセ

ントとなり、令和４年度よりマイナス１．１パーセントと

なっています。実施期間を３月末までとしているので、医

療機関からの追加報告により今後増える可能性がありま

す。 

次に、（２）特定保健指導の実施状況です。実施率は、

積極的支援が５．０８パーセント、動機付け支援が２．６



４パーセントです。令和２年度から業務委託で実施してい

ます。 

次に、（３）疾病予防事業の実施状況です。人間ドック

の受検者数は、前年度比、２２人減の４３９人でした。 

続いて、資料１－２ですが、「国民健康保険特別会計歳

入歳出決算書」として、９月議会に提出する予定です。 

続いて、資料１－３ですが、歳入歳出の決算額をグラフ

化したものです。歳入のポイントは、ピンク色の国民健康

保険税、黄色の県支出金、水色の繰入金でほとんどが構成

されているところです。歳出のポイントは、ピンク色の保

険給付費が４分の３を占め、残りのほとんどは紫色の納付

金として県に納める費用となっています。歳入の県支出金

は普通交付金と特別交付金に分かれていて、そのほとんど

が普通交付金ですが、歳出の保険給付金に全て充てられま

す。歳出の納付金は県から金額が示され必ず支払う金額で

す。納付金を支払うための財源として、ほぼ保険税と繰入

金で賄わなければなりませんが、税収と法定内の繰入金で

は足りないので、「その他繰入金」という法定外の繰入金

を一般会計に頼っている状況です。 

説明は、以上です。 

 

議 長： 

ただ今の説明について、ご質問はございますか。 

 

［質問］なし 

 

議 長： 

ご質問がなければ、「令和５年度日高市国民健康保険特

別会計歳入歳出決算について」は、原案のとおり承認する

ということでよろしいでしょうか。 

 



委員全員： 

－異議なし－ 

 

議 長： 

皆さまの賛成が得られましたので、議題１「令和５年度

日高市国民健康保険特別会計歳入歳出決算について」は、

原案のとおり承認します。 

 

２ 日高市国民健康保険税の見直しについて 

［説明要旨］ 「資料２－１、２－２」に基づいて説明 

  資料２－１と２－２、併せて埼玉県の運営方針も一緒に

ご覧ください。 

 初めに、資料２－１の「１ 日高市国民健康保険の財政

について」です。国民健康保険特別会計は、県に納付金を

納め、県からは保険給付に必要な額等を交付金として受け

ています。交付金には普通交付金と特別交付金がありま

す。市の特別会計の収入のうち、繰入金には、７つの項目

がありますが、そのうち「その他繰入金」で繰り入れた金

額が、赤字補塡であり、法定外の繰入金となります。日高

市では「その他繰入金」を毎年度繰り入れていますが、そ

の年度の納付金の額や保険税収入、交付金の額などの状況

により、繰入金額は毎年度変動します。なお、令和２年度

だけ例年より金額が低いのは、県に納める納付金について

過去に遡って調整があったため、結果として減少したもの

であり、税率改定等により直接赤字が減少したものではあ

りません。 

なお、令和５年度決算の「その他繰入金」は１億９，８

００万円となり、令和６年度予算の「その他繰入金」は約   

２億円を計上しています。 

次に、「２ 埼玉県国民健康保険運営方針（第３期）」

についてです。ここからは埼玉県の運営方針も一緒にご覧



ください。関連する箇所を併せて説明します。 

資料では、第１期、第２期、第３期とありますが、運営

方針の１ページと２ページに内容が書いてあります。重要

な部分は「策定の目的」のうち「現状」についてです。国

民健康保険制度の問題を解決するために、財政運営の責任

主体が都道府県になったことが書かれています。資料の（

１）国民健康保険制度の改革をご覧ください。国民健康保

険制度改革は平成３０年度からとなっています。それまで

は市町村単位でしたが、都道府県が財政運営の責任主体と

なり、市町村は引き続き資格管理、保険給付、保険税の賦

課徴収、保健事業などを行っています。都道府県は各市町

村と共通認識の下、県内統一的な運営方針を定めていま

す。現在は第３期目で令和６年度からの６か年となってい

ます。 

続いて（２）法定外繰入金の削減・解消の取組です。運

営方針は１６ページをご覧ください。決算において決算補

塡等目的の法定外繰入金（その他繰入金）が発生した場

合、発生した年度の翌々年度までにその解消が見込まれな

い市町村は、赤字削減・解消計画書を策定しなければなり

ません。本市もこの状況のため、計画を策定しています。

⑤目標年次に記載がありますが、法定外繰入金の解消を保

険税水準の準統一の目標年度である９年度の前年度の令和

８年度までに解消するとされています。本市の「赤字削

減・解消計画書」は、第１期の埼玉県国民健康保険運営方

針に基づき、平成３０年度から令和５年度までの６か年計

画を策定しましたが、その後３回の変更を経て計画期間を

令和８年度まで延長しています。 

続いて（３）保険税水準の統一です。運営方針は２１、

２２ページをご覧ください。保険税水準の統一の定義は、

原則として、同じ世帯構成、所得であれば、同じ保険税に

なることとします。埼玉県では、これを「完全統一」とし



ています。保険税水準の統一は、運営方針２２ページのと

おり３段階で進められ、「納付金ベースの統一」、「準統

一」、「完全統一」となっています。「完全統一」は令和

１２年度を目標年度としています。資料の図も併せてご確

認ください。 

続いて（４）納付金と標準保険税率です。運営方針は２

３ページをご覧ください。納付金の基本的な考え方です。

県は、市町村が保険給付に必要な費用を普通交付金として

全額市町村に交付します。県は、普通交付金に必要となる

費用等を賄うため、市町村から納付金を徴収します。 

運営方針の２５ページをご覧ください。標準保健税率の

種類です。標準保健税率の種類は、「都道府県標準保険税

率」、「市町村標準保険税率」、「各市町村の算定基準に

基づく標準保険税率」の３種類です。保険税水準の「準統

一」に当たっては、全ての市町村が「市町村標準保険税率

」どおりに賦課することとします。「都道府県標準保険税

率」は完全統一で使用するものです。 

最後に、「３ 日高市国民健康保険税の改定方針の見直

しについて」です。従来の方針では、税率改定の時期につ

いて、令和４年度と令和６年度に実施し、令和８年度は実

施予定と段階を設けていました。しかしながら、令和９年

度の市町村標準保険税率の推計値が著しく上昇しているこ

とに鑑み、急激な負担増に配慮するため、更なる段階を設

けて令和７年度にも税率改定を行うよう方針を見直しま

す。 

続いて、資料２―２をご覧ください。一番上の段が日高

市の令和９年度市町村標準保険税率の推計値です。２段目

が現行の令和６年度日高市保険税率で、３段目はその差引

です。下のグラフは、標準保険税率の推移と日高市の保険

税率の推移を比較したものです。上は所得割で所得のある

方に課税する率、下は均等割で世帯人員ごとに課税する金



額です。折れ線グラフを見ると平成３０年度から令和３年

度までは税率を改定していないので変化がなく、令和４年

度に改定したところから右上がりになっています。令和６

年度の次が９年度で、７、８年度が抜けたグラフとなって

いますが、特に均等割が上昇していることがわかります。

この令和９年度の推計値が示されたことで７年度も改定を

行う必要があるという判断となり、税率改定の方針を見直

しています。 

説明は以上です。 

 

議 長： 

ただ今の説明について、ご質問等はありますか。 

 

委 員： 

近隣他市町の状況はどうなっていますか。 

 

事務局： 

近隣市町に聞いた反応や県内市町村間で行われた調査の

結果では、やはり突然のことなので未定というところも多

かったのですが、最近になり、改定を行う方向にした自治

体も出てきています。 

 

事務局： 

追加の説明をします。運営方針の９ページと１０ページ

をご覧ください。令和９年度の標準保険税率の推計値が大

きく上昇した理由を説明します。 

９ページのグラフのとおり被保険者数の推計は減少が見

込まれています。埼玉県内のどこでも同様の動きです。当

然、医療費総額も下がるのでないかと考えられますので１

０ページの上段のグラフをご覧ください。コロナ禍で令和

２年度に急激に下がったところは例外として、受診控えが



落ち着いた令和３年度に一度増加した後は減少していま

す。被保険者数の減少に伴い、医療費総額は下がっている

ことがわかります。次に、下段のグラフをご覧ください。

被保険者一人当たり医療費の推計は、被保険者の高齢化や

医療の高度化などに伴い、増加していくものと見込まれて

います。人数が減る一方で一人当たり医療費は上がってい

る状況の中、令和８年度からは、被保険者数の減少が鈍化

することにより、一人当たり医療費増加の影響が被保険者

数減少の影響を上回るため、医療費総額は増加していくも

のと見込まれています。下がる要因と上がる要因があり、

上がる要因のほうが勝るという想定がされているので、令

和９年度には、あれだけ税率を上げなければいけないとい

うことになっています。 

 

委 員： 

均等割が急に上がるということは分かったのですが、均

等割ではなく所得割での調整はできないのでしょうか。 

 

事務局： 

被保険者数は減っていますが、一人当たり医療費は上が

っているので均等割を上げなければならないことと、被保

険者の高齢化に加え、近年は働き手が社会保険に移行して

いることから所得割を上げても収税できず、所得割も上げ

ていきますが、均等割も上げていかないと賄えない状況で

す。 

 

議 長： 

ほかにご質問等がなければ、「日高市国民健康保険税の

見直しについて」は、原案のとおり承認するということで

よろしいでしょうか。 

 



 

委員全員： 

－異議なし－ 

 

議 長： 

皆さまの賛成が得られましたので、議題２「日高市国民

健康保険税の見直しについて」は、原案のとおり承認いた

します。 

 

３ 日高市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につい

て（専決処分） 

［説明要旨］ 「資料３」に基づいて説明 

３月３１日に専決処分をしていますので事後承認となり

ますが、ご了承願います。 

中低所得層の負担軽減を図るため、国民健康保険税の均

等割における低所得者世帯の軽減判定基準となる所得金額

を引上げるものです。基となる地方税法施行令が令和６年

３月３０日に改正され、４月１日に施行されたので、これ

と同様の改正を急いで行うため、３月３１日に国民健康保

険税条例の一部改正を専決処分しました。専決処分とは、

緊急の場合など、議会に議案を提出できないときに行政運

営の停滞を防ぐため、例外的に市長が議会の議決に代わっ

て意思決定することができる、というものです。 

改正内容は令和６年度課税分から適用し、５割軽減の対

象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者等

の数に乗ずべき金額の「２９万円」を「２９万５千円」

に、２割軽減では「５３万５千円」を「５４万５千円」に

引き上げました。軽減対象者の範囲が広がった影響です

が、新たに低所得者軽減の対象者となる世帯数は約３０世

帯で、軽減される金額は、５割軽減と２割軽減の合計で約

１００万円と見込んでいます。 



説明は以上になります。 

 

議 長： 

ただ今の説明について、ご質問はありますか。 

 

委 員： 

軽減された金額は、一般会計から繰入れをするのでしょ

うか。 

 

事務局： 

法律等の基準により軽減されたものなので、国や県等か

ら補塡されたものが一般会計を通じて国民健康保険特別会

計に繰り入れられます。 

 

議 長： 

ほかにご質問がなければ、「日高市国民健康保険税条例

の一部を改正する条例について（専決処分）」は、原案の

とおり承認するということでよろしいでしょうか。 

 

委員全員： 

－異議なし－ 

 

議 長： 

皆さまの賛成が得られましたので、議題３「日高市国民

健康保険税条例の一部を改正する条例について（専決処分

）」は、原案のとおり承認します。 

 

４ 令和６年度日高市国民健康保険特別会計補正予算（第１

号）について 

［説明要旨］ 「資料４」に基づいて説明 

国民健康保険特別会計の補正予算で今年度の第１号とな



ります。既に６月議会で議決されており、こちらも事後承

認となりますがご了承願います。 

内容は、令和６年１２月２日以降は現行の健康保険証の

発行が終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行す

ることに伴い、システム改修の委託料を増額するもので

す。 

改修は２件あり、一つ目は、健康保険証の有効期限満了

による更新に合わせ、７月に郵送する案内通知にマイナン

バーの下４桁の情報とともにマイナ保険証の利用を促す文

面を印字してお知らせするための改修です。 

二つ目は、医療機関や薬局に導入されているオンライン

資格確認等システムの登録情報と保険者システムにおける

登録情報とを突合させることで、両システム間で被保険者

の登録情報に相違が生じていた場合には、保険者システム

側で検知することができる機能を追加するための改修で、

二つを合わせた補正総額は、３，８２８千円です。 

なお、この度は、早急に行う必要がある２件のシステム

改修の補正予算を先行して６月議会に提出しましたが、次

の９月議会では、資格確認書発行のためのシステム改修の

補正予算を提出する予定があります。 

説明は以上です。 

  

議 長： 

ただ今の説明について、ご質問はありますか。 

 

委 員： 

マイナンバーカードを作っていない人には、どのように

するのですか。 

 

事務局： 

マイナンバーカードを作っていないとマイナンバーカー



ドに健康保険証の利用登録ができないためマイナ保険証は

使用できませんが、令和６年１２月２日以降でマイナ保険

証を保有していない人には、これまでどおり保険診療が受

けられるよう、申請を要せず健康保険証に代わる「資格確

認書」が交付されます。 

 

委 員： 

マイナ保険証の制度に移行しても、まだマイナンバーカ

ードを持っていない人もかなりいると聞いていますので、

その点で疑問があると考えます。 

 

事務局： 

不安や疑問には、丁寧に対応していきます。 

 

議 長： 

ほかにご質問がなければ、「令和６年度日高市国民健康

保険特別会計補正予算（第１号）について」は、原案のと

おり承認するということでよろしいでしょうか。 

 

委員全員： 

－異議なし－ 

 

議 長： 

皆さまの賛成が得られましたので、議題４「令和６年度

日高市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について

」は、原案のとおり承認します。 

 

５ 日高市国民健康保険税課税限度額の改正（案）について 

［説明要旨］ 「資料５」に基づいて説明 

  国民健康保険税は、被保険者の応益割として受ける利益

に着目した「均等割」と、応能割として支払い能力に着目



した「所得割」があります。所得割があることで世帯の合

計所得が高額になればなるほど保険税が高額になります。

しかし、医療給付は所得にかかわらず同じなので、所得割

に一定の制限を設ける必要があり、課税の最高限度額を地

方税法施行令で規定し、その範囲内で市町村の条例で最高

限度額を規定することにより、被保険者の負担を抑えてい

ます。 

本市と近隣市の状況ですが、令和６年度の医療給付費分

は、施行令で６５万円のところ本市、近隣市ともに６５万

円です。後期高齢者支援金等分は、施行令で２４万円のと

ころ本市、近隣市ともに２２万円で施行令と２万円の差が

出ています。差がある理由は施行令の改正から１年遅れで

改正しているからです。先ほど説明した専決処分もできま

すが、税額が上がることは被保険者にとって不利益となる

内容なので、慎重な審議のため専決せずに１年遅れで改正

しています。介護納付金分は、施行令で１７万円のところ

本市、近隣市ともに１７万円です。 

令和７年度に後期高齢者支援金等分の課税限度額を２４

万円にするため、令和７年３月議会に条例の改正案を提出

する予定ですが、税負担の公平性を保つ必要と赤字解消を

目指す理由から必要な改正となります。 

  説明は以上です。 

 

議 長： 

ただ今の説明について、ご質問等はございますか。 

 

［質問］なし 

 

議 長： 

ご質問等がなければ「日高市国民健康保険税課税限度額

の改正（案）について」は、原案のとおり承認するという



ことでよろしいでしょうか。 

 

委員全員： 

－異議なし－ 

 

議 長： 

皆さまの賛成が得られましたので、議題５「日高市国民

健康保険税課税限度額の改正（案）について」は、原案の

とおり承認します。 

 


